
お知らせコーナーお知らせコーナー

　日常生活で使う楽しい手話表現を紹介します。地域の聞こえない人とのコミュニケーションにぜ
ひ役立ててください

●問い合わせ先
福祉サービス課障がい福祉担当　　☎（580)1852　　（573)8083

①右手で「２」を作り、左胸から
右胸に移動する
※左利きの方は左右逆の手で表し
てください。

二日酔い 愛する

ふくらませて伏せた左手甲の上
で、湾曲させた右手を水平に回す

ワンポイント楽しい 手 話 講 座 No.9

動画はこちら

②両手人差指を目の前で円を描く
ようにグルグル動かす

妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
の
切
れ
目
の
な

い
支
援
の
充
実
を
目
的
と
し
、
母
子
健
康

手
帳
ア
プ
リ
「
お
お
の
じ
ょ
う
子
育
て
ナ

ビ
（
母
子
モ
）」
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

　
無
料
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
た
め
、

妊
娠
中
の
人
や
小
さ
い
子
ど
も
が
い
る
家

庭
は
、
ぜ
ひ
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
家
族

で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
と
、
家
族
間
で
記

録
の
共
有
が
で
き
ま
す
。

ア
プ
リ
の
機
能

●
子
育
て
情
報
の
管
理

　
子
ど
も
の
発
達
状
況
や
予
防
接
種
・

健
診
の
結
果
な
ど
を
記
録
で
き
ま
す
。

予
防
接
種
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
も

で
き
、
接
種
予
定
日
前
に
プ
ッ
シ
ュ

通
知
が
届
き
ま
す
。

●
地
域
の
子
育
て
情
報
の
配
信

　
市
か
ら
子
育
て
に
関
す
る
お
知
ら

せ
や
イ
ベ
ン
ト
情
報
が
プ
ッ
シ
ュ
配

信
で
届
き
ま
す
。

●
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約

　
母
子
健
康
手
帳
交
付
の
面
談
、
す

こ
や
か
育
児
相
談
、
マ
タ
ニ
テ
ィ
ク

ラ
ス
（
母
親
教
室
）、
す
く
す
く
子
育

て
教
室
（
両
親
教
室
）
な
ど
の
予
約

が
ア
プ
リ
か
ら
で
き
ま
す
。

●
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

　
妊
娠
届
時
や
妊
娠
中
の
ア
ン
ケ
ー

ト
な
ど
を
ア
プ
リ
か
ら
提
出
で
き
、

面
談
当
日
は
ス
ム
ー
ズ
に
面
談
が
実

施
で
き
ま
す
。

※
通
信
費
用
の
負
担
が
必
要
で
す
。

※
紙
の
母
子
健
康
手
帳
を
電
子
化
し
た

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
健
診
や
予

防
接
種
の
際
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

紙
の
母
子
健
康
手
帳
の
提
示
が
必
要

で
す
。

※
母
子
モ
の
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

後
、
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
画
面
で
居
住
地

の
郵
便
番
号（
市
内
）を
設
定
す
る
と
、

「
お
お
の
じ
ょ
う
子
育
て
ナ
ビ
」
の
画

面
に
な
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
母
子
保
健
担
当

☎（
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８
０
）１
９
７
８

母
子
健
康
手
帳
ア
プ
リ

お
お
の
じ
ょ
う
子
育
て
ナ
ビ

アプリ
ダウンロード

　
令
和
６
年
10
月
の
法
改
正
に
よ
り
、
一

部
の
人
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。
手
続

き
が
必
要
で
、
ま
だ
提
出
し
て
い
な
い
人

は
、
速
や
か
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
公
務
員
の
人
は
各
職
場
か
ら
の

支
給
に
な
る
の
で
、
手
続
き
や
問
い
合
わ

せ
は
、
勤
務
先
に
し
て
く
だ
さ
い
。

※
法
改
正
後
の
書
類
を
既
に
提
出
済
み
の
場

合
は
、
養
育
状
況
が
変
わ
ら
な
い
限
り
、

手
続
き
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

更
新
の
時
な
ど
、
再
度
手
続
き
が
必
要

な
場
合
は
、
市
か
ら
個
別
に
案
内
を
送

付
し
ま
す
。

※
こ
の
内
容
は
、
９
月
１
日
号
広
報
に
も

掲
載
し
て
い
ま
す
。

●
手
続
き
が
必
要
な
人

◆
所
得
超
過
で
手
当
な
ど
（
児
童
手
当
お

よ
び
特
例
給
付
）
の
支
給
が
な
い
人

◆
高
校
生
年
代
以
上
の
児
童
の
み
を
養

育
し
て
い
る
人

◆
養
育
す
る
子
が
３
人
以
上
（
多
子
加

算
の
対
象
と
な
る
子
が
い
る
）、
か

つ
、
大
学
生
年
代
の
子
を
養
育
し
て

い
る
人

※
養
育
し
て
い
る
子
が
大
学
生
年
代
の
み

で
あ
る
場
合
、
児
童
手
当
の
支
給
対
象

児
童
が
い
な
い
た
め
、
手
続
き
は
不
要

で
す
。

●
申
請
期
限
　
令
和
７
月
３
月
31
日
㈪

（
必
着
）

※
法
改
正
後
、
最
初
の
支
給
日
で
あ
る
12

月
10
日
支
給
分
は
、
10
月
18
日
ま
で
に

申
請
を
受
け
付
け
た
も
の
が
対
象
で

す
。
こ
れ
か
ら
手
続
き
を
行
う
場
合
で

も
、３
月
31
日
ま
で
に
申
請
が
あ
れ
ば
、

10
月
分
か
ら
遡
っ
て
支
給
し
ま
す
。
た

だ
し
、
支
給
日
は
、
順
次
審
査
し
た
後

と
な
り
ま
す
。

●
申
請
方
法
◇
送
付
◇
直
接
（
子
育
て

支
援
課
ま
た
は
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
）
提
出

※
窓
口
の
混
雑
を
防
ぐ
た
め
、
郵
送
で
の

提
出
に
協
力
し
て
く
だ
さ
い
。

※
各
種
様
式
お
よ
び
必
要
書
類
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

そ
の
他
の
留
意
事
項
も
記
載
し
て
い
ま

す
の
で
、
手
続
き
の
前
に
必
ず
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

●
提
出
と
問
い
合
わ
せ
先

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
担
当
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児
童
手
当
法
改
正
後
の
手
続
き
は
、済
ん
で
い
ま
す
か
？

行
政
書
士
に
よ
る
成
年
後
見・

遺
言・相
続
な
ど
の
無
料
相
談

会（
予
約
不
要
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

日
時

12
月
８
日
㈰
　
午
後
１
時
〜

３
時

会
場
ま
ど
か
ぴ
あ
　
３
０
４
会
議

内
容
高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
人

が
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
の
、法

定
後
見・任
意
後
見・遺
言・相
続

な
ど

問
い
合
わ
せ
先
　
成
年
後
見
セ
ン

タ
ー
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
あ
い
愛
サ
ポ
ー

ト
南
支
援
セ
ン
タ
ー
　
☎（
４
０

８
）６
６
７
６

行
政
書
士
に
よ
る
遺
言・相
続・

後
見・生
前
贈
与
の
無
料
相
談
会

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

日
時

12
月
10
日
㈫
　
午
後
１
時
〜

５
時

会
場
ま
ど
か
ぴ
あ
　
３
０
４
会
議
室

内
容

◇
遺
言
◇
相
続
◇
信
託
◇

任
意
後
見
◇
生
前
贈
与
　
な
ど

※
予
約
者
優
先

問
い
合
わ
せ
先
　
終
活
サ
ポ
ー
ト
ち

く
し
　
清
水
　
☎（
９
２
１
）９
３

２
７

行
政
書
士
無
料
相
談
会

（
要
予
約
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

日
時

12
月
18
日
㈬
　
午
後
１
時
〜

４
時

会
場
市
商
工
会〔
瓦
田
〕

内
容
　
◇
遺
言
◇
相
続
◇
内
容
証

明
◇
会
社
設
立
◇
営
業
許
可
申

請
◇
交
通
事
故
　
な
ど

申
込
方
法
　
電
話

申
込
締
切

12
月
11
日
㈬

申
し
込
み
と
問
い
合
わ
せ
先

市
商

工
会
　
☎（
５
８
１
）３
４
１
２

休
日（
土
曜
日
）の
無
料
公
証

相
談（
要
予
約
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

日
時

12
月
21
日
㈯
　
午
前
９
時
〜

午
後
５
時

会
場
　
筑
紫
公
証
役
場〔
太
宰
府
市

都
府
楼
南
〕

内
容

◇
公
正
証
書
に
よ
る
遺
言
◇

任
意
後
見
契
約
　
な
ど

※
平
日
も
無
料
で
相
談
を
受
け
て
い

ま
す
。

申
込
方
法
　
電
話

申
し
込
み
と
問
い
合
わ
せ
先
　
筑
紫

公
証
役
場
　
☎（
９
２
５
）９
７
５
５

※
会
場
で
の
無
料
相
談
の
後
に
、
書

類
作
成
や
ト
ラ
ブ
ル
解
決
な
ど
に

移
る
と
費
用
が
発
生
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
主
催
者
に
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
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子育てコーナー


